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  平成３０年第８回大分市教育委員会会議録 

 

１ 日時      平成３０年８月２９日（水) 午後３時４５分から午後５時１５分まで 

２ 場所     大分市役所第２庁舎６階 教育委員室 

３ 出席者    教育長    三浦  享二 

         一番委員   上杉  美穂子 

         二番委員   大久保 眞理子 

         三番委員   生野  誉士 

         四番委員   古城  一 

         五番委員   古城  和敬   

４ 出席事務局職員 

教育部長      増田  真由美  教育部教育監    佐藤  雅昭 

教育部次長     河野  和広   次長兼学校教育課長 佐藤  浩介  

次長兼学校施設課長 池田  武文   教育総務課長     清水  昭男 

人権・同和教育課長 大石  琢哉   社会教育課長    永田  佳也 

文化財課長     沖田  光宏   美術振興課長    長田  弘通 

教育センター所長  御手洗 宏昭   体育保健課参事   笠置  泰利 

体育保健課参事   板井  靖之   教育総務課参事   岡本  隆憲 

５ 書記 

教育総務課参事補  黒木 眞由美   教育総務課主査   谷矢  啓良   

教育総務課指導主事 三嶋 みどり 

６ 傍聴人   なし 

７ 議題 

 （１）議案 

（教議第４５号）平成３０年度９月補正予算について 

（教議第４６号）平成２９年度決算について 

（教議第４７号）市長の権限に属する事務の一部の補助執行に関する協議につい 

て    

（２）報告事項 

    ①大分市幼児教育・保育振興計画（案）について 

②平成３０年度全国学力・学習状況調査の結果について 

③平成３０年度大分市いじめ防止子どもサミットについて 

④小中学校緊急時コールシステム整備事業に係る運用開始について    

    ⑤大分市立エスペランサ・コレジオ創立５０周年記念式典について    

    ⑥「第２回ＦＵＮＡＩジュニア検定」の結果について          

⑦平成３０年第１回市議会臨時会における一般議案について 
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８ 会議の概要 
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ただいまより、平成３０年第８回大分市教育委員会を開会いたしま

す。                 （午後３時４５分 開会） 

会議に先立ち、本日の署名委員を三番委員、四番委員にお願いしま

す。 

それでは、ただいまより議案審議に入ります。 

教議第４５号「平成３０年度９月補正予算について」を議題といた

します。 

事務局、説明をお願いします。 

それでは、教議第４５号「平成３０年度９月補正予算について」ご

説明申し上げます。 

本年度の教育費の補正前の額は、１４６億９，２０７万７千円でご

ざいますが、今回の補正額は、８，１４０万円の増で、補正後の額

は、１４７億７，３４７万７千円でございます。 

このうち、教育委員会所管分の補正額につきましては、１，９４０

万円の増で、補正後の額は、１２７億１，５３８万４千円でございま

す。 

それでは補正予算の概要についてご説明いたします。 

１０款２項 小学校費１目 学校管理費の小学校施設管理事業（学校

施設課）につきまして、本年６月の大阪北部地震によるブロック塀倒

壊事故を受け、緊急調査を実施し、小学校の老朽化したブロック塀等

を早急に改修するための経費を計上するものでございます。 

１０款３項 中学校費 １目 学校管理費の中学校施設管理事業（学校

施設課）につきましても、同様に、中学校の老朽化したブロック塀等

の改修のための経費を計上するものでございます。 

次に、債務負担行為の設定についてでございます。 

「小中学校防犯対策強化事業」につきまして、小中学校の防犯対策

として市内全小中学校に防犯カメラを設置し、平成３１年４月から運

用するため、本年度中に契約締結を行う必要があることから、平成３

０年度から３５年度までの間、７，３００万円の債務負担行為を設定
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するものでございます。 

次に、債務負担行為の変更についてでございます。別紙資料「舞鶴

小学校及び横瀬小学校長寿命化改修事業について」を併せてご覧くだ

さい。 

「舞鶴小学校校舎等長寿命化工事請負費」につきましては、平成３

０年度から着工する長寿命化改修工事が平成３１年度までの期間を要

するため、３億１，８００万円の債務負担行為を設定しているところ

でございますが、材料費、人件費等の市場価格の高騰により、２回に

渡り入札が不調となったため、工期を変更するとともに、３１年度の

債務負担行為限度額を４億９，６５０万円に変更しようとするもので

ございます。なお、総事業費は、５，８００万円の増額で、供用開始

は、平成３１年８月から１２月に変更となる予定でございます。 

また、「横瀬小学校校舎等長寿命化工事請負費」につきましても、

同様の理由により、３１年度の債務負担行為限度額を６億１，７００

万円に変更しようとするものでございます。なお、総事業費は、７，

７００万円の増額で、供用開始は、平成３１年８月から１２月に変更

となる予定でございます。 

以上のことにつきまして、本委員会でご決定いただき、ご決定の上

は、第３回市議会定例会にて、審議・決定をいただこうとするもので

ございます。 

以上でございます。 

今回、債務負担行為を設定する市内全小中学校の防犯カメラ設置に

つきまして、補足の説明をいたします。 

防犯カメラの設置につきましては、前回総合教育会議におきまし

て、生野委員からご意見をいただき、改めて中核市等５１の自治体の

設置状況を照会したところ、４８市から回答がありました。 

結果、８割を超える３９の自治体が学校に防犯カメラを設置してお

り、うち１８の自治体は全校設置を行っておりました。 

本市は、これまで防犯カメラを設置につきましては、「プライバシ

ーの侵害が懸念され、慎重に取り組む必要がある」としておりました
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が、多くの自治体は、プライバシーの問題について、個人情報保護法

を遵守し、「データの取得とその利活用」にあたっての運用主体や、

「データの保存期間」、「データ記録機器の管理責任者」等を設置基

準に明確に定め、さらには、現場で防犯カメラが作動中であることを

掲示することで、その解決を図っているとしておりました。 

本市もこれに倣い、今後は、適正な設置基準を制定し、本事業の内

容を本市の個人情報保護審査会にお諮りして、ご意見を頂きながらプ

ライバシーを侵害することのないよう運用を開始したいと考えており

ます。 

なお、本件に関しましては、大分合同新聞の昨日の朝刊に「大分市

教育委員会が防犯カメラを全校に設置する。」との記事が掲載されま

したが、一部、事実と異なることから記者に対して申し入れをしたと

ころでございます。 

防犯カメラの設置に関する予算は、先ほど、教育総務課長がご説明

したとおり、９月３日に開会されます９月議会に債務負担行為の設定

として上程し、その承認を得た後に、施行が可能となります。 

合同新聞の報道により、委員の皆様に混乱を招き、大変ご迷惑をお

かけしましたことをお詫び申し上げます。 

 以上でございます。 

ご質問などありませんか。 

防犯カメラは、全校設置をする予定でしょうか。 

そうでございます。 

 

プライバシー等の問題に配慮できれば、非常によいことだと思いま

す。 

議会での決定を経て、最終的に決定となります。 

他にご質問などはありませんか。 

（なしとの声） 

それでは採決いたします。教議第４５号は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 



5 

全委員 

教育長 

教育長 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（異議なしとの声） 

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり決定されました。 

それでは次に、教議第４６号「平成２９年度決算について」を議題

といたします。 

事務局、説明をお願いします。 

それでは、教議第４６号「平成２９年度決算について」ご説明申し

上げます。 

平成２９年度の教育費のうち、教育委員会所管分の最終予算額は、

２８年度から２９年度への繰越し分を含めまして、１３６億８，０５

２万５，０００円でございます。これに対しまして、決算額は「支出

済額 計」と表示しております１２０億７，００５万８，２６１円で

ございます。また、翌年度繰越額は、９億３，７２０万２，０００円

でございます。 

それでは、項目ごとに、ご説明いたします。 

決算につきましては、説明項目が多く時間が掛かりますことから、

まず第１項の教育総務費から第４項の幼稚園費までをご説明し、ご質

問等があればお受けいたします。質疑応答が終わりましたら、残りの

第５項の社会教育費から第６項の保健体育費までのご説明を行い、全

体を通してのご質問をお受けいたしたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

第１項の教育総務費から、順に主なものにつきまして、ご説明申し

上げます。 

はじめに、１目の委員会費でございます。予算額は、８６５万７千

円で、決算額は、８１９万１，２５０円となっております。 

この主な内容は、教育委員報酬及び事務費でございます。２９年度

中の教育委員会の開催状況は右側の表のとおり、定期・臨時併せ１６

回の教育委員会を開催し、６９件の議案について審議をいただいたと

ころでございます。 

２目：事務局費でございますが、予算額は、１５億６，１４７万３

千円で、決算額は、１４億４，０５７万３，９２３円となっておりま
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す。 

主な内容は、事務局職員の人件費、奨学助成事業等に要する経費で

ございます。 

「未来自分創造資金」につきましては、高校進学を目指す市内の中

学３年生を対象に、高校入学支度金１０万円を支給するとともに、進

級時及び卒業時に各５万円を一時金として支給するもので、２９年度

は、中学３年生２５名に高校入学支度金として１０万円、高校１年生

２０名、高校２年生１０名、高校３年生４名に一時金として５万円を

支給したところでございます。 

次に、「教科指導マイスター派遣事業」につきましては、退職教員

を教科指導員として中学校に派遣し、数学科・理科・英語科における

教員の授業力の向上により、生徒の学力の定着・向上を図ったところ

でございます。 

３目：教育指導費でございます。予算額は、４億４，５３４万７千

円で、決算額は４億３３７万６，２８２円となっております。 

主な内容は、小中学校における教育環境の充実や児童生徒の学力向

上のための事業、生徒指導関係事業、人権等啓発活動に係る経費でご

ざいます。 

「日本語指導等支援事業」につきましては、日本語指導が必要な児

童生徒等に、日本語指導や通訳を行う講師等を派遣し、支援を行うも

のでございますが、２９年度は、１５名の児童生徒等が活用したとこ

ろでございます。 

「外国語指導助手招聘事業」につきましては、外国語指導助手を派

遣し、コミュニケーション能力の基礎を養う学習活動等を行うもので

ございますが、２８年度と比較しまして５名増員した配置を行ったと

ころでございます。 

次に、「特別支援等教育活動サポート事業」につきましては、２８

年度と比較しまして６名増員した配置を行い、きめ細かな教育に取り

組んだところでございます。 

次に、「大分っ子学習力向上推進事業」につきましては、非常勤講
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師を配置し、個別指導や習熟度別指導を実施するとともに、複式学級

のある小学校において、学年別や課題別の指導を行ったところでござ

います。 

「学校図書館活性化事業」につきましては、２８年度と比較しまし

て１０名増員し、計６０名の学校図書館支援員を配置し、読書活動の

推進に取り組んだところでございます。 

次に、「いじめ・不登校等未然防止対策事業」につきましては、ｈ

ｙｐｅｒ－ＱＵ検査を全小中学校において実施し、児童生徒の状況や

学級の課題を客観的に把握し、いじめや不登校等の未然防止を図った

ところでございます。 

「大分市小中一貫教育推進事業」につきましては、小中一貫教育校

である賀来小中学校、義務教育学校である碩田学園、小中一貫教育モ

デル校区として指定された９中学校区において、各学校や地域の実情

に応じた小中一貫教育の在り方等について研究し、成果を各学校に還

元したところでございます。 

「大分っ子基礎学力アップ推進事業」につきましては、標準学力調

査を実施し、調査結果を活用した指導方法の工夫改善を図るととも

に、大分市基礎学力向上研究推進校を指定し、教科指導の実践的な研

究を深め、成果を各学校に還元したところでございます。 

次に、４目：教育センター費でございますが、予算額は、７億７，

７３６万５千円で、決算額は７億５，５６８万７，８４３円となって

おります。 

主な内容は、教育センターの維持管理経費、教職員研修、情報教育

環境整備、教育相談・特別支援教育事業に要する経費でございます。 

「大分市特別支援教育メディカルサポート事業」は新規事業でござ

いますが、学校内において日常的に医療的ケアを行う必要がある場合

に、学校に看護師を派遣し、医療的ケアを行うことにより、合理的配

慮を図り、教育機会を保障するものでございますが、２９年度は、小

学生３名が利用したところでございます。 

次に、「スクールソーシャルワーカー活用事業」についてですが、
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スクールソーシャルワーカーを５名増員し、計２０名体制のもと、児

童生徒の置かれた様々な環境に働きかけを行い、その改善に向けた支

援を行うとともに、学校への助言を通して、不登校の解消と未然防止

に向けた取組を行ったところでございます。２９年度は、問題対応件

数３，５３８件のうち、好転件数は２，０５１件、好転率は５８．

０％となっております。 

「新校務用ネットワークシステム整備事業」でございますが、平成

２２年度に導入したシステムの更新にあたり、データの一元管理や校

務支援システムの導入による校務の効率化等を推進したところでござ

います。 

次に、５目：教育施設整備費でございますが、予算額は、５，３０

２万円で、決算額は４，５７５万７，６７９円となっております。 

これは、小中学校空調設備整備事業に要する経費でございますが、

平成３０年度の中学校への整備に係る事業者選定のため、ＰＦＩアド

バイザリー委託等を行ったところでございます。 

第２項：小学校費、１目：学校管理費でございます。予算額は、２

８億５６９万８千円で、決算額は２７億２，２７７万２，５５３円と

なっております。 

主なものは、職員の人件費並びに小学校の管理・運営費及び営繕等

の施設整備に要する経費でございます。 

建物借上料につきましては、横瀬小学校及び舞鶴小学校の長寿命化

改修工事に係る一時使用教室の借上を行ったところでございます。 

営繕費につきましては、小学校全体で４億９７８万６千円となって

おります。 

次に、工事請負費でございますが、荷揚町小学校校舎等の解体工

事、野津原小学校進入路造成工事等を行ったところでございます。 

次に、備品購入費のうち、ＡＥＤ本体（複数配置分）でございます

が、これまで各学校の体育館に１台配置していたＡＥＤについて、学

校の課外活動等における事故時のさらなる対応として１台ずつ増やし

たところでございます。 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理科教育等設備整備費につきましては、小学校全体で１，３２３万

３千円となっております。 

次に、公有財産購入費でございますが、平成３０年４月に３小学校

が統合した野津原小学校の通学に係る進入路及び駐車場等の整備のた

めの用地購入を行ったところでございます。 

次に、２８年度繰越明許の２９年度実施額につきましては、国の補

正予算に対応するため、豊府小学校のトイレ改修事業に要する経費に

ついて、平成２８年度３月補正に予算を前倒しして計上したものを、

平成２９年度へと繰越したものでございます。 

２目：教育振興費でございますが、予算額は、３億９，０９４万円

で、決算額は３億４，６８８万１，２６１円となっております。 

その主なものは、日本スポーツ振興センター負担金と、要保護及び

準要保護児童援助費でございます。 

このうち、就学援助事業でございますが、２９年度は、新入学学用

品費として、小学校入学時の児童について入学前の３月に支給したと

ころでございます。 

３目：学校建設費でございますが、予算額は、５億７，５４０万２

千円で、決算額は５億７，２５０万３，０５５円となっております。 

学校建設事業の内訳としましては、碩田学園施設整備事業に係る歩

道橋建設工事等が主な支出内容となっております。 

次に、２８年度繰越明許の２９年度実施額につきましては、碩田中

学校区新設校施設整備事業のうち、小グラウンド整備工事及び太陽光

発電設備工事に係る経費について、国庫補助内示に伴い、予算を前倒

しして計上したものを平成２９年度へと繰越したものでございます。 

第３項：中学校費、１目：学校管理費でございますが、予算額は、

１９億９，３２５万円で、決算額は１０億１，３２５万４，８８４円

となっております。 

その主なものは職員の人件費並びに、中学校の管理・運営費及び営

繕等の施設整備に要する経費でございます。 

このうち、営繕費につきましては、中学校全体で２億９，２０３万
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６千円となっております。 

理科教育等設備整備費につきましては、中学校全体で３５９万５千

円となっております。次に、２８年度繰越明許の２９年度への繰越額

につきましては、国の補正予算に伴う対応として、王子中学校のトイ

レ改修工事及び戸次中学校の公共下水道整備に要する経費について予

算を前倒しして計上したものを平成２９年度へと繰越したものでござ

います。 

２９年度繰越明許の３０年度への繰越額につきましては、国の補正

予算に伴う対応として、中学校空調設備整備事業に要する経費につい

て予算を前倒しして計上したものを平成３０年度へと繰越したもので

ございます。 

２目：教育振興費でございますが、予算額は、３億５，０７４万３

千円で、決算額は、３億７０万９０２円となっております。 

その主なものは、小学校費と同様に、日本スポーツ振興センター負

担金と、要保護及び準要保護生徒援助費でございます。 

３目：学校建設費でございますが、予算額は、４億８，７３０万円

で、決算額は、４億８，０５１万４，３６２円となっております。 

学校建設事業の内訳としましては、碩田学園施設整備事業の大グラ

ウンド整備工事等が主な支出内容となっております。 

次に、２８年度繰越明許の２９年度実施額につきましては、碩田中

学校区新設校施設整備事業のうち、太陽光発電設備工事に要する経費

について、国庫補助内示に伴い、予算を前倒しして計上したものを平

成２９年度へと繰越したものでございます。 

第４項：幼稚園費につきましては、教育総務課計上の人件費及び体

育保健課計上の幼稚園保健事業を除き、子どもすこやか部の所管でご

ざいます。 

以上で第１項 教育総務費から第４項 幼稚園費までの説明を終わり

ます。 

ここで、一度説明を中断し、教育委員さんよりご質問等があればお

答えいたします。 
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教育長 

 

ご質問等はございませんか。 

「スクールソーシャルワーカー活用事業」について、スクールソー

シャルワーカーによる問題対応件数の好転率が５８．０％と説明があ

りましたが、教育懇談会の資料では、好転率は６１．３％でした。何

か違いがありますか。 

 ５８．０％は、対応件数全体に対する好転率で、６１．３％は不登

校の課題についての好転率です。 

教育懇談会の資料で、４５．６％という数字も出てきますが、これ

も部分的な好転率でしょうか。 

 好転率について説明をしてください。併せて、不登校が「好転し

た」という判断の基準は、全国共通ですか、それとも大分市独自の基

準ですか。 

 平成２９年度につきましては、相談等対応延べ件数が４６，９８１

件、スクールソーシャルワーカー１人当たりの相談等対応延べ件数が

２，３４９件、対応事案件数が３，５３８件、スクールソーシャルワ

ーカー１人当たりの対応事案件数が１７７件となっております。 

 対応事案件数３，５３８件のうち、２，０５１件が解決、または好

転の状況でありますことから、好転率が５８．０％となっておりま

す。 

 次に、不登校の課題につきましては、６５９件のうち４０４件が好

転したという状況でありますことから、その好転率が６１．３％とな

っております。 

 次に、保護者自身が抱える家庭内の課題の状況が解決・好転した割

合が４５．６％となっております。 

 調査項目の内容ごとに好転率を出しており、決算のご説明における

好転率５８．０％は、対応事案件数の好転率となっております。 

「好転」の判断基準は、文部科学省の調査によるもので、全国共通

のものとなっております。 

 ３項目において、好転率を出しているということです。国がその３

項目の好転率を求めているのでしょうか。 
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全委員 

教育長 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 ３項目の好転率は、本市独自で出しております。 

 一般的には、どの項目を説明に使いますか。 

 不登校や家庭内の課題に特化していない対応事案件数の好転率でご

ざいます。 

ｈｙｐｅｒ－ＱＵ検査について説明をお願いします。 

ｈｙｐｅｒ－ＱＵ検査につきましては、「よりよい学校生活と友だ

ち作りのためのアンケート」というもので、内容は、「やる気のある

クラスを作るためのアンケート」「居心地の良いクラスにするための

アンケート」「日常の行動を振り返るアンケート」の３つに分かれて

おり、１５分程度で実施しております。 

このアンケートから、「学校生活意欲尺度」「学級満足度尺度」

「ソーシャルスキル尺度」の３つの尺度を測り、一人一人の児童生徒

の学級生活の満足感、学級集団の雰囲気、学級集団における児童生徒

の相対的位置を把握することができます。資料にプロット図がござい

ますが、それが学級集団における児童生徒の相対的位置を表していま

す。 

 このアンケートによるデータを参考にし、児童生徒への支援の方法

を学級担任が考え、実践します。その後、２学期に２回目のアンケー

トを実施し、その変容から取組が適切であったか分析するなど、学級

づくりに役立てております。 

 以上でございます。 

他にご質問はございますか。 

 （なしとの声） 

質問がないようですので引き続き事務局の説明をお願いします。 

 それでは、引き続き第５項より、説明させていただきます。 

第５項：社会教育費、１目：社会教育総務費でございますが、予算

額は、１億７，５２５万１千円で、決算額は１億６，７１５万４，８

４２円となっております。 

主な経費としましては、職員等の人件費、並びに陶芸楽習館管理運

営事業、成人記念集会事業などでございます。 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「おおいたナイトスクール事業」につきましては、学齢期を過ぎ

て、中学校程度の学習内容を学びたい人などを対象に、学習の機会を

提供するものでございますが、平成２９年度は、稙田公民館、コンパ

ルホール、鶴崎公民館の３会場で、国語、英語、数学、ふるさと知ろ

う科の４教科を実施したところでございます。 

次に、「おおいたふれあい学びの広場事業」につきましては、学校

を中心とした身近な場所で、地域の指導者や団体等との交流を通じ、

体験活動を行うものでございますが、実施団体に対する補助金につい

て、実施回数に応じた加算額を加え、実施体制の充実を図ったところ

でございます。 

「家庭教育支援推進事業」につきましては、１歳６か月児および３

歳児健診時に読み聞かせを行う「絵本の広場」や小学校就学前健診時

の子育て講演会、全中学校対象の思春期講演会等を行ったところでご

ざいます。 

２目：文化財保護費でございますが、予算額は、１２億７３０万７

千円で、決算額は１１億４，１８０万２，７００円となっておりま

す。 

その主なものは、職員の人件費、史跡等管理費、大友氏遺跡保存整

備事業及び埋蔵文化財発掘調査受託事業などにかかる経費でございま

す。 

国指定史跡「大分元町石仏」保存管理事業につきましては、塩分の

析出によって石仏の風化が著しく進行しているため、環境調査及び塩

類対策を実施したところでございます。 

次に、県指定史跡「府内城宗門櫓」復元公開活用事業につきまして

は、府内城宗門櫓の半解体修理を実施し、修復過程の公開や修復後の

一般公開を通じて活用を図るものでございますが、平成２９年度は、

解体修理工事等を行ったところでございます。 

「埋蔵文化財発掘調査受託事業」につきましては、民間の宅地開発

等に伴う発掘調査を行ったところでございます。 

「大友氏遺跡歴史公園整備事業」につきましては、史跡大友氏遺跡
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整備基本計画（第１期）に基づき、大友氏遺跡を歴史公園として整備

し、公開・活用するものでございますが、平成２９年度は、大友氏館

跡庭園整備実施計画及び実施設計を作成し、庭園整備工事に着手した

ところでございます。 

「ワクワクおおいたＦｕｎａｉ魅力発信事業」は、新規事業でござ

いますが、国民文化祭やラグビーワールドカップ開催等に合わせて、

大友氏遺跡を中心とした文化財の積極的な情報発信を行うものでござ

いますが、平成２９年度は、ジュニアガイド、市民ボランティアガイ

ドの養成、海部古墳資料館のインバウンド対応を実施するとともに、

大友氏遺跡体験学習館の移転に着手したところでございます。 

２８年度繰越明許の２９年度実施額につきましては、文化財保護一

般事業のうち、大分県及び大分市の補助対象である県指定有形文化財

について、保存修理の内容確認に不測の日数を要し、年度内の事業完

了が困難となったため、２９年度に繰り越したものでございます。 

併せて、帆足本家酒造蔵の耐震基礎診断及び耐震補強計画作成業務

委託に係る経費について、工期が次年度に及ぶため、２９年度に繰り

越したものでございます。 

また、大友氏遺跡保存整備事業につきましては、建物等の移転に不

測の日数を要し、年度内の移転完了が困難となったため、２９年度に

繰り越したものでございます。 

２９年度繰越明許の３０年度への繰越額につきましては、文化財保

護一般事業において、府内城宗門櫓解体修理工事に係る入札の不調等

により設計変更が生じ、不測の日数を要し、年度内の工事完了が困難

となったため、繰り越したものでございます。 

３目：エスペランサ・コレジオ費でございますが、予算額は、３，

９１２万円で、決算額は３，７９７万３，５４９円となっておりま

す。 

内訳としましては、職員等の人件費及び各種教室実施にかかる経費

が主なものでございます。 

５目：青少年費でございますが、予算額は１，０２１万円で、決算
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額は９１４万６，８４５円となっております。 

主なものは、補導員活動報償費をはじめとする青少年の健全育成に

かかる経費でございます。 

６目：少年自然の家費でございますが、予算額は、１億３，９９９

万１千円で、決算額は１億２，２２４万９，０８１円となっておりま

す。 

主なものは、職員等の人件費及び管理運営費等にかかる経費でござ

います。 

７目：情報学習センター費でございますが、予算額は、３，９５７

万４千円で、決算額は３，８４３万３５９円となっております。 

主なものは、指定管理業務委託料でございます。 

８目：歴史資料館費でございますが、予算額は、１億３，７８５万

２千円で、決算額は１億３，１２６万５，５９４円となっておりま

す。 

職員等の人件費及び施設の維持管理並びに特別展・テーマ展や各種

講座に係る経費が主なものでございます。 

９目：市民図書館費でございますが、予算額は、３億２，２４１万

円で、決算額は３億１，８６７万２，２４７円となっております。 

職員の人件費及び窓口業務委託料、施設の管理運営費、図書等の購

入費並びに各種事業実施に伴う経費が主なものとなっております。 

１０目：美術館費でございますが、予算額４億６，７７３万１千円

で、決算額は４億４，７９８万３，９８３円となっております。 

職員の人件費及び施設の維持管理、美術品の購入費並びに各種事業

実施に伴う経費が主なものとなっております。 

２９年度の観覧者数につきましては、利用状況及び特別展実施状況

のとおりでございますが、特別展の「ダンボールアート遊園地展 大

分をあそぼう！」や「奇才・ダリ展」「アートたけし展」など、多く

の方にご観覧いただいたところでございます。 

福田平八郎画伯顕彰広場土地購入につきましては、福田平八郎画伯

顕彰広場を文化・芸術の重要地点として活用するため、当該土地を購
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入したところでございます。 

２８年度繰越明許の２９年度実施額につきましては、美術館空調設

備更新事業において、空調機器の特殊性から、工期を延長する必要が

生じ、年度内の事業完了が困難となったため、２９年度に繰り越した

ものでございます。 

１１目：アートプラザ費でございますが、予算額は、１億４０２万

円で、決算額は９，３９３万８，４０９円となっております。主なも

のは、指定管理業務委託料でございますが、中段にございます磯崎新

建築展示に係る業務等委託につきましては、磯崎新氏より寄贈される

書籍を閲覧可能とするための環境整備を行ったところでございます。 

１２目：海星館費でございますが、予算額は、２，７５９万７千円

で、決算額は、２，７５９万６，８９０円となっております。 

主なものは、指定管理業務委託料でございます。 

次に、第６項：保健体育費、１目：保健体育総務費でございます

が、予算額は、１億９，６８６万７千円で、決算額は１億８，２１９

万４，１９９円となっております。 

職員等の人件費及び体育指導に係る経費のほか、学校体育振興事業

として各種大会派遣の補助が主なものでございます。 

「運動部活動総合活性化事業」につきましては、運動部活動外部指

導者人材バンクの設置や、外部指導者に対する研修の実施及びトップ

アスリートによる実技講習等を開催したところでございます。 

次に、「大分っ子体力アップわくわく事業」につきましては、専門

的知識を持った人材を活用し、陸上・器械運動サポート教室として小

学校３０校、体つくり運動サポート教室として、小学校１２校、中学

校 7校において実施し、体育の授業の充実を図ったところでございま

す。 

２目：学校保健費でございますが、予算額は、８，６９４万８千円

で、決算額は７，７２１万４，０２３円となっております。 

児童生徒に対する健康診断に要する経費が主なものでございます。 

「歯と口の健康づくり事業」は新規事業でございますが、歯みがき
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体育保健課参事 

 

委員 

 

教育センター所長 

 

教育長 

 

教育センター所長 

指導、食に関する指導、むし歯予防効果が高い「フッ化物洗口」を導

入することにより、児童生徒の歯と口の健康づくりを推進したところ

でございます。 

３目：学校給食共同調理場費でございますが、予算額は、６億２，

１７１万５千円で、決算額は５億６，９２９万３，３７２円となって

おります。 

主なものは、東部共同調理場及び西部共同調理場の給食配送及び給

食調理業務の委託料でございます。 

４目：学校給食費でございますが、予算額は２億７９０万５千円

で、決算額は１億９，３８１万５３１円となっております。 

主なものは、給食調理場の管理運営に係る経費でございます。 

以上で５項の社会教育費及び６項の保健体育費の説明を終わりま

す。 

ただ今、ご説明いたしました決算内容につきまして、本委員会でご

決定をいただき、ご決定の上は、来月開会予定の第３回市議会定例会

にて、審議・決定をいただこうとするものでございます。 

以上でございます。 

 ご質問などありませんか。 

「運動部活動総合活性化事業」において、人材バンク登録者数が１

７９人となっていますが、実際の活動人数、活用学校数を教えてくだ

さい。 

人材バンク登録者数のうち、現在活動しているのは１２４名で、活

用している学校は、２６校でございます。 

「教職員サポート事業」のＴ－ＬＡＢＯは、どのくらい活用されて

いるでしょうか。 

平成２９年度は、７，６１５件のアクセスがございました。平成３

０年度は、１２，０００件のアクセスを目標としております。 

Ｔ－ＬＡＢＯは、初任者研修等、研修で活用されているのでしょう

か。 

教科等指導研修において、Ｔ－ＬＡＢＯの授業の動画を見ながら、
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教育長 

全委員 

協議を行うといった研修を行っております。また、初任者には、指導

教諭の授業の動画を紹介しております。 

「教職員の優れた指導（実践きらり）」につきましては、指導教諭

の授業等をこれまで１５本発信しております。 

また、これまでは指導主事が動画の撮影、編集を行っていました

が、画質や音声の問題がございましたので、今年度は業者に委託し、

見やすい動画を作成するよう計画をしているところでございます。 

他にご質問はございませんか。 

（なしとの声） 

それでは採決いたします。教議第４６号は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声） 

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり決定されました。 

それでは次に、教議第４７号「市長の権限に属する事務の一部の補

助執行に関する協議について」を議題といたします。 

事務局、説明をお願いします。 

教議第４７号「市長の権限に属する事務の一部の補助執行に関する

協議について」ご説明申し上げます。 

市立幼稚園の入札及び契約事務の内、一部の事務につきまして、市

長から補助執行により教育委員会の事務局職員等が行うことに関して

協議がありました。 

現在、市立幼稚園及び小中学校に導入を検討している防犯カメラに

つきまして、多くの市立幼稚園が小学校と隣接または同一敷地にあ

り、出入り口を共有していることから一つの敷地とみなして設置する

ことが必要であり、それに伴う入札及び契約事務についても一括で行

うことが適当であるとの判断から、同協議に同意いたしたく、ご決定

をいただこうとするものでございます。 

 以上でございます。 

ご質問などありませんか。 

（なしとの声） 
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それでは採決いたします。教議第４７号は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声） 

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり決定されました。 

それでは次に、報告事項の説明をお願いします。 

報告事項１点目「大分市幼児教育・保育振興計画（案）について」

ご報告申し上げます。 

６月２９日に開催された第８回「大分市幼児教育の振興並びに市立

幼稚園及び保育所の在り方検討委員会」において、平成３１年度から

１０年間の幼児教育・保育の指針となる新たな「大分市幼児教育・保

育振興計画」の素案がまとまりましたので、ご報告いたします。 

「策定の趣旨・計画期間等」についてですが、現行の「大分市幼児

教育振興計画」が平成３０年度に計画期間の最終年度を迎えるに当た

り、子どもすこやか部において、平成３１年度から１０年間の幼児教

育・保育の指針となる新たな「大分市幼児教育・保育振興計画」を策

定することといたしました。 

次に、本計画の「基本理念」についてですが、幼稚園や保育所等の

幼児教育・保育施設、家庭等との連携・協働のもと、未来を担う子ど

もたちの豊かな人間性や、社会性をはぐくむとともに、一人ひとりの

可能性を最大限に引き出し、たくましく生きる力をはぐくむことを目

指し、基本理念を「豊かな心とたくましく生きる力をはぐくむ」とし

ております。 

また、「めざす子ども像」につきましては、子どもの主体性や探究

心に満ちた姿を「いきいき」、子どもが相手を思いやりながら、言葉

による伝え合いや自己表現をする姿を「のびのび」、子どもが日々す

こやかに成長し、見通しを持って生活しようとする姿を「すくすく」

と表現し、具体的な子どもの姿を示したうえで、めざす子ども像を

「笑顔かがやくたくましい大分っ子～いきいきのびのびすくすく～」

としています。 

次に「施策の展開」についてですが、基本方針１の「乳幼児期の教
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育・保育の充実」では、重点施策として、「生きる力」の基礎をはぐ

くむ教育・保育の充実、障がいのある子どもや医療的ケアが必要な子

ども、外国から帰国した子ども等、特別な配慮を必要とする乳幼児へ

の支援の充実、園児の充実した生活の展開に向けたカリキュラム・マ

ネジメントの充実を掲げています。 

基本方針２の「円滑な接続に向けた幼保小連携の推進」では、異年

齢交流の推進など園児と児童の交流活動の充実、幼児教育・保育施設

の教職員同士が交流し、相互理解を深めることによる連携の推進、幼

児教育・保育施設と小学校の教職員の相互理解に基づいた育ちや学び

の接続を重点施策に掲げております。 

次に、基本方針３の「家庭や地域と連携・協働した幼児教育・保育

の充実」では、開かれた園づくり、信頼される園づくりの推進、地域

の自然、人材、伝統や文化等、教育資源を生かした幼児教育・保育の

充実、園児の保護者や、地域の子育て家庭に対し、育児相談や交流の

場を提供するなど、子育て支援の充実を重点施策としております。 

基本方針４の「幼児教育・保育施設間の教職員の資質の向上」で

は、実践的指導力の向上を図る園内研修の充実、職歴や経験年数に応

じた園外研修の活用による専門性の向上、教職員の自己研鑽及び日々

の保育実践を踏まえた自己評価の推進を重点施策としております。 

最後に、基本方針５の「市立施設と私立施設の連携推進と振興」で

は、市立の幼稚園と保育所の一体化による認定こども園化を進めるな

どの地区公民館区域における拠点施設機能の充実、良質な教育・保育

の提供に向けた私立施設の振興、市立施設と私立施設間における教

育・保育に関する現状や課題についての情報共有や相互理解の深化に

よる連携の推進を重点施策としております。 

この「大分市幼児教育・保育振興計画（案）」につきましては、７

月２３日から８月２２日までの間、パブリックコメントが実施されま

した。市民の皆様から寄せられたご意見につきましては、今後、子ど

もすこやか部にて取りまとめ、意見に対する本市の考え方を整理した

後に、１０月実施予定の在り方検討委員会の中で、報告がなされる予
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定でございます。 

以上でございます。 

ご質問などございませんか。 

（なしとの声） 

それでは、次の報告事項の説明をお願いします。 

報告事項２点目「平成３０年度全国学力・学習状況調査について」

ご報告申し上げます。 

今年度の全国学力・学習状況調査の結果でございますが、全国学

力・学習状況調査の市町村や都道府県の平均正答率は、昨年度から、

整数値で発表されることとなっております。そこで、資料には文部科

学省による「発表値」とともに、全国の正答率と正確に比較するため

に独自に集計した「実際値」を示しております。 

改めまして結果についてですが、小学校につきましては、全教科に

おいて全国平均を上回っておりました。中学校につきましては、国語

Ａ、数学Ａ、理科は全国平均を上回りましたが、国語Ｂ、数学Ｂは全

国平均を下回りました。 

数学につきましては、これまで、数学ＡとＢともに全国平均を下回

っている状況が続いておりましたが、今回は、数学Ａにつきまして

は、全国平均を上回ることができております。これは、教科指導マイ

スターの成果が徐々に表れているものと考えており、今後もＢ問題へ

の対応も含めて、授業力の向上に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

また、先月、大分県が実施する学力定着状況調査の結果も公表され

ましたので、併せてご報告いたします。 

小学校につきましては、全ての教科において、全国平均を上回って

おります。また、中学校につきましては、社会科Ｂ以外は、全国平均

を上回っており、多くの教科が昨年度より高い偏差値となっておりま

す。 

これにより、現在のところ、全国平均以上の教科は、８８．５％

と、過去最高値となっております。 
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教育長 

来年１月には、大分市が行う、標準学力調査も実施されますことか

ら、今後とも指導主事による指導や教科指導マイスター等を活用しな

がら、引き続き学力向上の取組を進めてまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

以上でございます。 

ご質問などございませんか。 

（なしとの声） 

それでは、次の報告事項の説明をお願いします。 

報告事項３点目「平成３０年度大分市いじめ防止子どもサミットに

ついて」ご報告申し上げます。 

８月２４日金曜日にＪ：ＣＯＭホルトホール大分において、平成３

０年度大分市いじめ防止子どもサミットを開催いたしました。当日

は、代表児童生徒８１名のほか、教育委員さんをはじめ、御来賓の

方々、引率教員等を含め約２００名の参加でありました。 

まず始めに、ほめる教育研究所 竹下 幸喜さんに「いじめをなく

すために」の演題のもと、講演をしていただきました。 

内容といたしましては、相手に対して全力の拍手や全力のうなずき

等を行い、祝福や尊敬の気持ちを伝え、相手をほめることを意識した

脳、いわゆる「ほめ脳」をつくることの有用性や、ご自分の体験談な

どのお話をしていただきました。 

次に、子どもたちが中学校区ごとにグループに分かれ、各学校のい

じめ防止に向けた取組内容について交流を行った後、「いじめを防ぐ

ために、私たちにできること」のテーマのもと討議を行い、各グルー

プごとに「いじめられている人がいたら寄り添って話を聞く。」、

「一人でため込まずに友達や大人に相談する。」など、行動目標の設

定に主体的に取り組みました。 

今後は、グループで決定した行動目標を校内で広めるとともに小中

学校間で連携した取り組みを行っていく予定です。 

 以上でございます。 

ご質問などございませんか。 
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（なしとの声） 

それでは、次の報告事項の説明をお願いします。 

報告事項４点目「小中学校緊急時コールシステム整備事業に係る運

用開始について」ご報告申し上げます。 

本事業は、一斉同時速報の機能を持つ公用携帯電話を教職員等に配

布することにより、不審者対応や学校内及び校外学習において事故が

発生した場合の連絡手段を確保することを目的としたもので、かねて

より準備を進めてまいりましたが、８月２７日（月）から順次稼働を

開始しております。 

なお、校長等の管理職の公用携帯電話番号は、警察署においても緊

急連絡用として共有しているところであり、防犯体制の更なる強化を

果たすことが期待されます。 

また、８月３１日（金）には、鴛野小学校にて、公用携帯電話を活

用した不審者侵入に係る避難訓練を計画しており、総合教育会議の一

環として、避難訓練の視察が予定されております。 

以上でございます。 

 実際に避難をする様子を見ていただき、その後の協議において、公

用携帯電話が有効に活用されているか、ご意見をいただきたいと思い

ます。 

ご質問などございませんか。 

（なしとの声） 

それでは、次の報告事項の説明をお願いします。 

報告事項５点目「大分市立エスペランサ・コレジオ創立５０周年記

念式典について」ご報告申し上げます。 

 同校は、勤労青少年のための、職業や家事に関する知識・技能の習

得を目指す「大分市立大分高等職業学校」として昭和４３年に設立さ

れ、今年で創立５０周年をむかえましたので、去る８月２６日（日）

に鶴崎公民館において、記念式典を開催いたしました。 

 当日は、野尻市議会議長、帆秋文教常任委員長をはじめ各委員の皆

様、また、在校生や卒業生、歴代校長及び講師の方々約５００名の参
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加をいただくなかで、１０年以上講師に携わった２１名の方に感謝状

の贈呈を行いました。 

 式典終了後は、「まなびをつなぐ」をテーマにパネルディスカッシ

ョンを行い、学生・講師・卒業生それぞれの立場から、同校の思い出

や歴史及び「まなぶ」ことについての意見を交わし、たいへん有意義

な一日となりました。また、パネリストのお一人として古城和敬委員

にもご出席いただき全体を通しての貴重なご意見もいただいたところ

です。 

 ５０周年という一つの大きな節目を迎え、今後一層、同校並びに青

少年教育の発展に繋げてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

ご質問などございませんか。 

（なしとの声） 

それでは、次の報告事項の説明をお願いします。 

報告事項６点目「『第２回ＦＵＮＡＩジュニア検定』の結果につい

て」ご報告申し上げます。 

７月２８日、大分市教育センター、稙田公民館及び稙田市民行政セ

ンターにおいて検定を行いました。受検者数は小学２年生から中学３

年生までの１４０人で、このうち市外からの受検が６人ございまし

た。 

結果は、グラフにありますとおり、最高点１００点、平均点５８．

７点、９０点以上の合格者は９人でございました。 

合格者に対しては８月２２日に市役所で表彰式を行い、合格証書と

記念品を贈呈し、合格者のうち特に成績が優秀であった人には「教育

長賞」や「優秀賞」として表彰いたしました。また、成績が優秀もし

くは受検者の多かった小中学校には「特別賞」をお贈りしました。 

検定では、昨年度と同程度の１４０人という多くの児童生徒に受検

していただきました。また、事前の勉強に頑張った人が多く、問題の

難易度を高めに設定していたにもかかわらず、小学４年生を始め多く

の合格者が出たことは大変喜ばしいことであります。受検者へのアン
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学校教育課長 

ケートでも、大分の歴史や文化に興味を持ち、大分のことをもっと知

りたいと思った人が多く、「郷土に対する理解と愛着を深めてもら

う」という検定の目的を十分に達成できたのではないかと考えており

ます。 

今後は、合格者のうち希望者を「ＦＵＮＡＩジュニアガイド」の２

期生として育て、来年度のラグビーワールドカップなどで活躍しても

らう予定です。 

なお、委員の皆様には、検定の問題と、受検者に贈った記念品の

「大友宗麟公のバッジ」をお配りしております。ぜひバッジをつけて

いただいて、大友氏のＰＲをしていただけたらと思います。 

 以上でございます。 

 ９人の合格者でしたが、出題範囲が広く、問題はかなり難易度の高

いものでした。昨年の合格者で、全問正解をめざして再度受検した人

もいます。 

ご質問などございませんか。 

（なしとの声） 

それでは、次の報告事項の説明をお願いします。 

報告事項７点目「平成３０年第１回市議会臨時会における一般議案

について」ご報告申し上げます。 

教育委員会関係の議案としまして、「工事請負契約の締結につい

て」がございました。 

内容につきましては、７月定例の本委員会でご説明し、ご決定をい

ただいたものでございまして、原案どおり可決し、成立しましたこと

をご報告申し上げます。 

 以上でございます。 

ご質問などございませんか。 

（なしとの声） 

予定されていた報告事項は以上ですが、他に何かございませんか。 

前回の本委員会にて、２点ご質問のありました「平成２９年度児童

生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査につい
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て」ご報告いたします。 

まず１点目の暴力行為の中で、警察や児童相談所に通報・通告した

事案についてでありますが、平成２９年度は、小学校と中学校合わせ

て４６件の暴力行為が発生しております。そのうち、警察への通報及

び相談は、中学校で２件ありました。 

また、児童相談所への相談が中学校で１件ありました。 

次に２点目のｈｙｐｅｒ－ＱＵを年２回活用することの成果につい

てでございます。本日は、各学校で作成しておりますｈｙｐｅｒ－Ｑ

Ｕ学級支援シートの記入例をお配りしておりますので、後ほどご覧く

ださい。 

各学校においては、児童生徒の人間関係や学級の中での位置付けが

ほぼ固まってくる５月中旬から６月にかけ第１回目の検査を実施して

おります。 

これまでの取組により、「日常の観察だけではとらえにくくなった

子どもたちの内面に気付くことができた」、「いじめを受けていた

り、不登校になったりする可能性の高い子どもや、意欲が低下してい

る子どもを把握でき、個別の対応に生かせた」などの成果が見られま

す。 

また、２学期に２回目を実施した学校においては、「１学期の結果

を踏まえて取り組んだ対応策の効果を２回目の検査で確認・改善する

ことができた」、「学級集団の状況は、常に変動しているものであ

り、ＱＵを複数回行うことで、その時々の学級や個人の状況を把握で

き、状況に応じた対応が可能となった」、「教師自身が個と集団の捉

え方や学級経営について振り返り、必要に応じて修正を加えながら実

践していくことができた」などの成果が見られます。 

なお、課題としては、「教師がｈｙｐｅｒ－ＱＵの活用方法を十分

理解し、具体的な支援につなげていくこと」や「取組を担任まかせに

せず、学校全体の組織的な支援体制を整えること」など、検査結果の

一層の活用を図ることであります。 

本年度から小学校４年生以上の児童生徒全員を対象に、年２回のｈ
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ｙｐｅｒ－ＱＵ検査を実施することとしており、今後とも各学校に対

し、授業等における個別指導の充実や、ＳＣ、ＳＳＷと連携した組織

的・継続的なきめ細かな支援など、検査結果のより効果的な活用を図

るよう指導してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

ご質問などございませんか。 

（なしとの声） 

他に何かございませんか。 

（お知らせ） 

「国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭分野別事業『おおいた府内 

歴史絵巻８００年』について」 

ご質問などございませんか。 

（なしとの声） 

他に何かございませんか。 

（お知らせ） 

「国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭分野別事業『開館２０周年

記念田能村竹田展』について」 

ご質問などございませんか。 

（なしとの声） 

他に何かございませんか。 

次回の教育委員会及び１０月の教育委員会等の日程につきまして調

整をお願いいたします。 

第９回定例教育委員会は、１０月３日水曜日午後３時から開催いた

しますのでよろしくお願いいたします。 

１０月は、１０月３１日水曜日午後２時から第２回教育懇談会を、

引き続き、午後３時４５分から第１０回定例教育委員会開催してよろ

しいでしょうか。 

なお、本日の会議終了後は、８月３１日開催の第２回大分市総合教

育会議についての連絡事項等がございますので、お時間をいただきた

くお願い申し上げます。 
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 以上でございます。 

 （了承） 

他に何かございませんか。 

（なしとの声） 

これをもちまして、本日の会議を閉会いたします。 

                   （午後５時１５分 閉会） 

 


